
3）せ鼻牡済tはい■♯シナリオ  

上記1）との■いは以下のiり。  

骨董雇性汀FP〕上鼻率   
・2∝ゆ年度（平成21年度）から2813年度（平舶年よ〉にかけて、0．5叫（遇去の旺成よの■嘲冊■ほ■覆力、ら事13  
書1（l！婚3年tO月の省から五氾2年1月の谷まで＝の平均）穏正まで♯々に傭下、そのt★ばしヽ。   

王・労■力   
・全ての性別年Ii井■鞘労■●加辛が足元の水攣で徽ばい号  

音・世界膵房事   

・実責戌よ車  
2∝怜年度ー平鹿2一年度）年辛▲0小嶋の礁、椿々に上■し、20t1年よ（平成2坤度1以■攣車15％犠よで鞭捧。  

しヽず九のシナリオにおいても、平虞2咋よ事二次柵正予■政府稟、平成封年度予算政府暮、平成21年度税小   
夜正讐を反峡。   

1）2010年よ、之011年よの■出のt鷹  

20tO年よ乞平成芸事廉）及び加11年よ（平成23年虞）についてrl．「暮事方針2000」で決走した■出徴集書計ま   
え．「1木方針加（帽」桝最に覆された▲＝．3兆円ないし▲‖．4蒐円■出剛薫の考え方に対応し、以下のように想   
定。  

【社さ保■】   
「i木方佃」桝1の考え方に沿って、詣・地方（声良縁済針嘉ベース）の…■が2∞丁零よ（平成19年鷹）か   

ら20t1年度（平射3年度）の5年間の井≠で18蒐円程度（璃の一触肘ベースでtl蒐円程度ほなるよう、甜10年   
よ（平成ヱ2年よ）及び加！1年よ（平佃よ〉について平均的に触■（ただ」、2∝ゆ寧よ（平如1年虞〉における財   
■確優檜■分を書■∴。  

【人件暮〔公務Å〉】  
r暮事方針封X旭」別曇の考え方に沿って、名目GDPに応じた自然体の■出■から5年間の■和n8蒐円程度の   

▲出剛▲を行う改事績の卓に到遽ナるよう、20柑年ま（平成丑年よ）及び之Oll年よ（平距年よ〉を鱒事に竃欄L  

【公共損責】   

手▲t■膿円■出帆▲の■合  
加7年鷹ぐ平成博年度）以拝5年間の平均■出糊土車が▲3％となる■含の之Olt年度（平成2ユキ正）の婆に劉   

逢するよう、2010年度（平地年度）及び加t1年鷹（平舶年度）を均事に帥。  

£▲l】●躯円■出帆■の■合  
2∝け年度（平成柑年度う以片3年間の平均■出剛■車が▲3％、残り2年間は▲1％となる●合の201一年よ（平   

鹿日韓度）の壷l＝到重するよう、加10年よ（平成22年鷹）及び抑11年虞（平如3年よ）を均事に猛●。  

【その他■出】   

壬：▲川音集円■出削濃の■合  
200丁年正（平成19年度）以陣ち年憫の暮積で▲t5兆円削薫の書え方に対応したときのヱOtI年度（平良23年鷹）   

の射＝舅■するよう、銅10年よr平成22年鷹1及び2011年度（平成氾年よ）を均事にi●。  

ヱ▲＝，咄円▲出削土の■合  
2∝lT年度（平成19年度）以l■3年間は5年¶の1書で▲ヰj蒐円側▲の事え方に対応Lたときの平均t出■義   

手、残り2年㈹は閂▲3．3集円…の書え方に対応したときの平均■出網汝ヰとなる■合の2011年鷹（平成ヱ3年   
鷹lの壷に到逢するよう、却lO年度く平成日華度）及び加I1年廣（平細雪眞）を珊にi■．  

2）2012年t以■の■出の■土  

工一非社食提■■出名目■機l乱＼l名目一定）   

社食最＋以外の■出について、20t2年鷹（平鹿2一年慶）以降、20t1年度；甲良23年鷹∋の名目■で一定e  

空）非社食最■■出t優上■事並■加（稟1一食〉   
社さ倭■以外の▲出について．ヱO12年廣〔平成ヱ●年度）以降．消暮青嶋書上鼻車で■加 

3）杜州■t書化  

∫社食倭■の■t斗化をr中期プログラムjのエ穏ホを抄壬えー定の仮定によづき集線   
一社曇最陣の鵬鶉化のための追加断蔓■」（被さ餐Il鴎畏彙轟■絶■告（平鹿20年Il月4日）付■千糾：】を艶   

手えー走の仮定に暮づき、礪霊牧場セ■のホ汽内で、欄暮横車引上げ■艶年度以ヰ♯々に公ti担が壇加する  
ことを憲相即Il鎗初年よにおける嫡霊横車引上げに伴う■収分のうち1％酬ま▲ヰ年金酋庫1担割合の2分の1   
への引上げに饗する1瓢こ充当することを電文。1。  

£き暮■年金ヰ靡■崩れ合の2分の1への引上げ、■缶化の▲■に律しヽ白熱l＝増加する公t■掘のみ対応   
－■年生正■■虚れ合の之分の1への引上げ．嘉■化の進■に伴い白熱l二■加する公ti椙のみ対応し、「社   

食傑■の搬強化のためのi加断■■」に沿ったその他の公彙1増増加が行われないと想定亡   

ヰ）■暮畿事引上げ  

鴛】爛t横車を誓え書き  

£却l】年度かちヱ013年鷹にかけて3，b引上げて紋暮のt宣上義年度1％ずつの引上げを想定 

茸・ニ氾I1年廉からヱOtさ年度にかけて5％引上げ（駄■のt王上竃年度1サbずつの引上げを想定 

賞・ⅩIl】年度から20‖年度にかけて7，も引上げ（駄暮のt王上義年度1％ずつの引上げを想走 

雷却13年よから20t5年■にかけて5％引上げr拭■の便王上州lユーよに3％、20叶加15ヰよに†％ずつの引上げ毛管定 

思2015年鷹に5％引上げ  

なお、欄景観ヰを引上けるケースについては、璃t牧羊引上げに伴うtけ込み再生及びその反tが先生すもこ   
とをせ走（引上げ劇毒鷹に税率1％当たリGDP比0．2％極度の響け込．汁需賽を上♯せ、引上‡f年度に向■の反職   
分を蓋し引しヽてしヽる。ユ  

¶⇒  
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4 我が国の公的年金の役割及び制度体系  
（1）公的年金の意義  

産業構造が変化し、都市化、核家族化が進行している状況下において、従来のように家族  
内の「私的扶養」により高齢となった親の生活を支えることは困難となっていることから、社会  
全体で高齢者を支える「社会的扶養」が必要不可欠となる。公的年金制度は、このような「社  
会的扶養」を基本とした仕組みとなっている。  

第3次産業中心  第2・3次産業中心  第1次産業中心  

少子化、女性の  
社会進出など更  

なる家族の変容  

核家族中心  三世代家族中心  
L＿■｛＿－‥一＿．．岬＿へ．－．＿、＿、＿－＿＿…＿  

抑の個臓  催会劇療養／  

＝二分J野手金叔蜜の  

塵好・舶  

席腐可撥扮年金制＃  
の脾抹欄  

「私的扶暮」  
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（2）公的年金制度の役割  

年金は高齢者世帯の所得の約7割を占め、6割の高齢者世帯が年金収入だけで生活してい  

るなど、公的年金制度は我が国の老後の所得保障の主柱であり、国民生活に不可欠の存在  

となっている。   



また、家計消真の2割が年金の地域もあるなど、我が国のマクロ経済に占める位置も大きい。  

③ 地域経済を支える役割   

一 家計消真の2書物ミ年金の地域も   

（対県民所得比上位7県）  

都道府県名   対県民所   対家計最終消費   

（高齢化率）   得比   支出比   

島根県（27．1％）   15．2％   22．4％   

高知県（25．9％）   15．4％   18．4％   

愛媛県（24．0％）   14．5％   20．8％   

山口県（25．0％）   13．7％   22．7％   

長崎県（23，6％）   14．2％   21．0％   

鳥取県（24．1％）   14．7％   18．1％   

岡山県（22．4％）   13．7％   19．8％   
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（3）公的年金制度の制度体系  

・我が国の公的年金制度においては、現役世代は全て国民年金の被保険者となり、高齢期   
になれば、基礎年金の支給を受けることとなる。  

・民間被用者や公務員は、これに加えて厚生年金（共済年金）に加入し、基礎年金の上乗せ   

として報酬比例年金を受け取ることとなる。  

・このほか、個人や企業の選択で、企業年金などの私的年金に加入することができる。  

（数値は、注釈のない限り平成19年3月末）  

国家公務員共済組合  
〔108万人〕  

地方公務員共済組合  
〔304万人〕  

私立学校数職員共済  
〔46万人〕   

〔  

自営業者等  

」1′079万人 1  2′123万人  

〕  〔   民間サラリーマン   〕〔公務員等〕  

3′836万人   

第3号被保険者  第1号被保険者  第2号被保険者等  

※厚生年金基金、確定給付企半年金、適格退職年金及び私学共済年金の加入者は、   

確定拠出年金（企業型）にも加入できる。  

※国民年金基金の加入員は、確定拠出年金（個人型）にも加入できる。  

※適格退職年金については、平成23年度末までに他の企業年金等に移行。  

※第2号被保険者等は、被用者年金被保険者のことをいう（第2号被保険者のほか、   

65歳以上で老齢又は退職を支給事由とする年金給付の受給権を有する者を含む。）  

7′038万人  
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5 平成16年改正で導入された仕組みの概要  

（1）保険料水準固定方式  

8   

（注）平成21年2月時点で、厚生年金の保険料率は15．35％、国民年金の保険料月額は14，410円（名目額）。  



（2）社会暮経済変動に強い年金制度の構築  

・保険料水準と国庫負担を固定すると、年金給付はこの固定した財源の範囲で行うこととな  
るため、今後社会t経済情勢が変化していった場合には、給付水準の調整が必要となる。平  
成16年改正では年金のスライド率を調整することによって給付水準を調整しつつ、少なくとも  

5年に一度行う財政検証において将来の財政見通しを作成・検証することにより、給付水準  

調整の終了時期を決定することとした。  

・この仕組みにより、給付水準は自動的に調整されることから、頻繁に制度改正を繰り返す  

必要のない、社会・経済変動に強い、持続的な制度となっている。  

給付水準の自動調整の仕組み  

年金を受け取り始める時点での所得代替率の推移  

19   
今後の社会・経済状況により給付水準の調整期間が変動  



財政検証におけるマクロ経済スライド終了年度の見通しの決定の涜れ  

〔sTEPl〕国民年金法第十六条のこの規定に基づき、国民年金財政において、財政均衡期間（財政検証を  

行う年からおおむね100年間）の終了時に給付の支給に支障が生じないようにするために必要な積立  

金（注）を保有しつつ均衡が保たれるように、基礎年金部分のマクロ経済スライドの終了年度の見通し  

を決定。これにより、将来における基礎年金の水準の見通しが決まる。  

〔STEP2〕STEPlによる将来の基礎年金の水準を踏まえて、厚生年金保険法第三十四条の規定に基づき、  

厚生年金財政において、財政均衡期間の終了時に給付の支給に支障が生じないようにするために  

必要な積立金（注）を保有しつつ均衡が保たれるように、報酬比例部分のマクロ経済スライドの終了年  

度の見通しを決定。これにより、将来の給付水準（所得代替率）の見通しが作成される。  

l  

○ したがって、 一般的には、基礎年金のスライド調整期間と報酬比例部分のスライド調整期間は必ずしも   

一致するわけではない。  

○ 平成21年財政検証では、報酬比例部分のスライド調整期間は、基礎年金部分のスライド調整期間よりも   

短くなるという見通しとなった。  

（注）平成21年財政検証においては、財政均衡期間を平成117（2105）年度までとし、「給付の支給に支障が生じないように   

するために必要な積立金」の規模を支出の1年分としている。  20   



（3）給付水準の下限  

・平成16年改正においては、給付水準の自動調整の仕組みを取り入れたものの、公的年金  

の役割を考えた場合、給付水準が際限なく下がっていくことは問題であり、一定の給付水準  

を確保する必要がある。  
・したがって、標準的な年金額の所得代替率の下限を50％と定め、次回の財政検証までに  

この下限を下回ることが見込まれる場合には、マクロ経済スライドによる年金額の調整を停  

止し、給付と負担の在り方について検討を行い、所要の措置を講じることとしている。  

給付水準の自動調整と給付水準の下限について  

年金を受け取り始める時点での所得代替率の推移  

21   



（4）年金財政の均衡についての考え方  

・平成16年改正以前においては、将来にわたる全ての期間を考慮に入れて財政の均衡を  

考える方式（永久均衡方式）を取っていた。  
・しかしながらこの方式においては、予想が極めて困難な遠い将来まで考慮する必要があ  

ることの是非や、また巨額の積立金を保有することとなることについて、議論があったところ。  

・このような状況を受けて、平成16年改正以降は、一定の期間（財政均衡期間）をあらかじ  

め設定し、その財政均衡期間において年金財政の均衡を図る有限均衡方式により財政運  

営を行うこととされた。  

・財政均衡期間については、現在すでに生まれている世代が年金の受給を終えるまでのお  
おむね100年間とされており、今回の財政検証においては、2105年度までの95年間を財政  

均衡期間としている。  

《有限均衡方式のイメージ》  

○ 財政均衡期間の最終年度において、支払準備金程度の保有（給付費の1年分程度）となるよう積立金水準の目標を設定。  

○ 定期的に行う財政検証ごと（例えば5年ごと）に、財政均衡期間を移動させ、常に一定の将来までの給付と負担の均衡を考  
える。   

【財政均衡期間の移動（財政均衡期間が95年間の場合）】  

平成16（2004）年   

財政再計算  

平成21（2009）年   

財政検証  

平成26（2014）年   

財政検証   

平成31（2019）年   

財政検証  

2005年度 2010年度 2015年度 2020年度  2100年度  2105年度 2110年度 2115年度  
22   



財政検証の位置づけ  

■t■■■■■●●－●－■■■●■■■■●●一t●■■－－－－－－－■－－－－－－■■－－－－－－－－－－－－－－■－－－－－－－－－－－－－一一－－－－■－－－－－－－－■■－－－－－－－－－－t－－－－－－－■■■■●■■●■■■■■■■■■■■■■■1－■■■■●●■●一■■■■■■■■  

・財政検証の結果はその前提に大きく依存するが、それらの前提については、その検証を行う時点において使用   

可能なデータを用い、最善の努力を払って長期的に妥当なものとして設定する必要がある。しかしながら、その結   

果については、時間が経つにつれて新たなデータが蓄積され実績との帝離も生じてくる。このために、少なくとも5  

享やこ最新のデータを用いて諸前提を設定し直した上で、現実の軌道を出発点として新たな財政検 言正を行うこと璽  
l  

t  

1  

1  

】  
l  

l  

l  

1  

1  ●  

l  

l  

l  

l  

l  

l  

l  

l  

l  

とされている。   

この意味で、今回の財政検証結果は、人口や経済を含めた将来の状況の予測（forecast）というよりも、人口や  

経済等に関して現時点で得られるデータの将来の年金財政への投影（prqjection）という性格のものであることに  
留意が必要。   

l一一－－－－－一－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－一一－－－－－－－－－－－一一－－－－－－－－－－－－－－－－一一一一－■－■－■■■－■■－■■■■－■－■■■－●－■●－－＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿●＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿l  

《財政検証のイメージ》  

平成21年  

平成21年  

財政検証  

平成26年  

平成26年  

財政検証  

平成31年  

財政検証  

■  
■  
■  
●  

●  

■   

：財政にとってプラス要因ともマイナス要因ともなりうる。 l  23   



（参考試算）  

国民年金積立金の見通し  
（基礎年金国庫負担割合を据え置いた場合の影響）  

（平成21年度価格、兆円）  

（注）平成21年財政検証の基本ケースに基づく試算。  24   




